
衆
議
院
議
員
中
島
政
希
君
提
出
「
今
後
の
治
水
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

閣
議
決
定
は
、
内
閣
の
意
思
決
定
と
し
て
内
閣
の
統
轄
下
に
あ
る
行
政
機
関
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
行
政
機
関
の

関
係
職
員
は
そ
の
決
定
に
従
っ
て
職
務
を
執
行
す
る
責
務
を
有
す
る
。

二
の

1
及
び

3
に
つ
い
て

「
審
議
会
等
の
整
理
合
理
化
に
関
す
る
基
本
的
計
画
」

(
平
成
十
一
年
四
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
的
計
画

」
と
い
う
。
)

の
別
紙
四

「
懇
談
会
等
行
政
運
営
上
の
会
合
の
開
催
に
関
す
る
指
針
」

に
お
い
て
、
懇
談
会
等
行
政
運
営
上

の
会
合
に
つ
い
て
は
、
審
議
会
等
の
公
開
に
係
る
措
置
に
準
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
計
画
の
別
紙
三

「
審
議
会

等
の
運
営
に
関
す
る
指
針
」

に
お
い
て
、
会
議
又
は
議
事
録
を
速
や
か
に
公
開
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。

「
今
後

の
治
水
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」

(
以
下
「
有
識
者
会
議
」
と
い
う
。
)

に
つ
い
て
は
、
懇
談
会
等
行
政
運

営
上
の
会
合
に
該
当
す
る
が
、
議
事
録
を
公
開
し
て
お
り
、
基
本
的
計
画
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
の

2
及
び
三
の

1
に
つ
い
て



御
指
摘
の

ご
般
傍
聴
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
時
点
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限

り
で
は
、
有
識
者
会
議
の
公
開
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
付
け
、

同
月
二
十
八
日
付
け
、
平
成
一
一
十
二
年
一

月
六
日
付
け
、
同
月
十
四
日
付
け
、
同
年
二
月
八
日
付
け
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
六
日
付
け
、

同
年
八
月
二
十
九
日
付

け
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
一
日
付
け
、
同
月
二
十
三
日
付
け
、
同
月
二
十
六
日
付
け
及
び
同
年
三
月
一
日
付
け
の
文
章
一
日

に
よ
り
要
望
等
が
あ
り
、

こ
の
う
ち
、
同
年
二
月
二
十
一
日
付
け
の
文
書
は
、
水
源
開
発
問
題
全
国
連
絡
会
か
ら
の
有
識
者

会
議
の
公
開
を
求
め
る
旨
の
要
望
で
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
有
識
者
会
議
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
有
識
者
会
議
の
座
長

(
以
下
「
座
長
」

と
い
シ
つ
。
)

が
有
識
者
会
議
の
委
員
(
以
下
「
委
員
」

と
い
ト
っ
。
)

の
意
見
を
踏
ま
え
定
め
て
お
り
、
要

望
へ
の
対
応
は
座
長
に
一
任
す
る
こ
と
が
委
員
の
聞
で
合
意
さ
れ
て
い
た
。

二
の

4
及
、
び
三
の

3
に
つ
い
て

有
識
者
会
議
は
、

忌
俸
の
な
い
意
見
交
換
を
行
う
た
め
に
原
則
と
し
て
非
公
開
で
開
催
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日
以
降
に
開
催
さ
れ
た
有
識
者
会
議
に
つ
い
て
は
、
座
長
が
委
員
の
意
見
を
踏
ま
え
、

報
道
関
係
者
に
公
開
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の

2
及
び

4
に
つ
い
て



平
成
一
一
十
四
年
二
月
二
十
二
日
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た
有
識
者
会
議
に
つ
い
て
は
、
静
穏
な
環
境
の
下
で
議
論
が
で
き

な
い
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
座
長
の
判
断
に
よ
り
、
開
催
が
中
止
さ
れ
た
。

三
の

5
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た
有
識
者
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
有
識
者
会
議
の
事
務
局
の
職

員
が

「
御
案
内
の
よ
う
な
状
態
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
議
論
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
日
の
会
議
は
中
止
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
」
と
告
げ
た
。

三
の

6
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
静
穏
な
環
境
の
下
で
会
議
を
開
催
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

三
の

7
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日
の
有
識
者
会
議
の
開
催
予
定
時
間
に
は
、
前
回
国
土
交
通
大
臣
は
、
他
の
公
務
を
行
っ
て

、F
-
O

L
V
キ
/

三
の

8
に
つ
い
て

お
尋
ね
の

「
解
散
さ
せ
た
①
委
員
の
氏
名
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
委
員
の
氏
名
に
つ



い
て
は
、
国
土
交
通
省
の
ホ

l
ム
ベ

l
ジ
で
公
表
し
て
い
る
。

(
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
各
府
省
等
申
合
せ
)

ま
た
、
諸
謝
金
に
つ
い
て
は
、

に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

「
謝
金
の
標
準
支
払
基
準
」


